
協働コーディネーターの業務内容(案) 

 

○地域の資源、課題の掘り起しに関する業務 

 まち歩き、市民活動団体の事業の視察など 

 

 

○行政と市民活動団体の協働(マッチング)促進に関する業務 

 亀岡市まちづくり協働支援金事業に関するサポートなど 

 

 

○市民活動団体同士の協働(マッチング)に関する業務 

 支援金市民連携事業の企画・サポートなど 

 

 

○市民と市民活動団体の協働に関する業務 

 ボランティア紹介業務など 

 

 

○市民活動推進センターにおける市民活動に関する相談業務 

 

 

○上記の業務に関する行政との協議・連絡調整に関する業務 

 まちづくり協働推進委員会、支援金審査会への出席など 

 

 

○上記業務の成果および協働に関する情報発信に関する業務 


